
和良川漁業協同組合遊漁規則の変更について 

 

１ 変更の概要 

 ・禁止区域の廃止、新設 

 

２ 新旧対照表 

 

変  更  前 変  更  後 

（禁止区域） 

第７条 （略） 

ア区 域 イ期 間 ウ魚 種 

和良川鹿倉川オンボ谷とカワラ谷との合

流点から上流のカワラ谷支派川全域 

１月１

日から 

12 月

31日ま

で 

全魚種 

（略） （略） （略） 
 

（禁止区域） 

第７条 （略） 

ア区 域 イ期 間 ウ魚 種 

和良川鹿倉川オンボ谷とカワラ谷との合

流点から上流のオンボ谷支派川全域 

１月１

日から 

12 月

31日ま

で 

全魚種 

（略） （略） （略） 
 


